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１．審議の対象とする使用料等  

① 本答申における「使用料・手数料」の定義 

本答申において、使用料とは、「地方自治法第２２５条第１項に規定する行政財産の使用

又は公の施設の利用の対価として徴収することができる料金」と定義する。手数料とは、

「地方自治法第２２７条第１項に規定する特定の者のために行う役務（サービス）の対価

として徴収する料金」と定義する。 

 

○地方自治法 

（使用料） 

第二百二十五条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を

受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

（手数料） 

第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のため

にするものにつき、手数料を徴収することができる。  

 

② 本答申において審議の対象とする施設の使用料等 

本答申においては、使用料・手数料等の適正化に関する基本方針の対象となる使用料等

のうち、以下の案件を対象としている（その他の使用料等については、別途審議会を開催

し審議を行う）。 

 

 担当課 料金種別 

１ 生涯学習課 陸上競技場使用料 

２ 生涯学習課 テニスコート使用料 

３ 生涯学習課 交流情報センター使用料 
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２．本審議会における検討の方針  

 本審議会では使用料・手数料等の適正化に関する基本方針を軸に慎重に審議を行った。 

 

使用料・手数料等の適正化に関する基本方針 

 

平成３０年度から行なった前回の見直しでは、「受益者負担の適正化」を図ることを目的

に行なった。しかし、熊本地震や新型コロナウイルス感染症の拡大により、町民のスポー

ツ・文化活動は大幅に縮小しており、住民の「こころの復興」を後押しする観点も必要で

ある。 

また、第６次益城町総合計画では、町の魅力を発信することにより、交流人口の拡大を

図り、さらには関係人口の増加へ繋げることが重要な取り組みと位置付けられております

ので、町外の団体・個人が利用する施設においては、その観点からの検討も必要である。 

これらのことを踏まえ、「受益者負担の適正化」の観点と「行政経営」の観点から使用料・

手数料の算定を行うこととする。 

 

【受益者負担について】 

施設の運営費については、使用料だけでなく町税等により賄われており、使用料の算定

にあたっては、行政サービスを利用する方としない方の均衡を考慮し、負担の公平性を図

る必要がある。 

一方で、町が設置した公共施設については、町民が使用することにより、町民の健康増

進や福祉の向上といった設置目的が達成される。また、町外から使用者を呼び込むことで、

交流人口が拡大し、賑わいが創出するなどの効果が期待できる。 

このことから、受益者負担については、負担の公平性を確保しつつ、行政経営的視点を

加味して設定するものとする。 

 

【算定方法の基本方針】 

使用料・手数料を算定するにあたっては、次の４つの方針に基づき算定することとする。 

（１） 統一的な方法による原価の算定 

（２） 行政負担と受益者負担の負担割合の明確化 

（３） 減免制度の適正化 

（４） 住民負担の急激な上昇を防ぐための措置の適用 
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３．答申 

 本審議会における審議を踏まえ、対象とした３つの施設の使用料については、次のとお

り答申する。なお、答申に当たって附帯意見を併せて記す。 

［陸上競技場使用料］ 

改定案については適当と判断する。 
 

○使用料改定案 

施設名 施設使用料 

陸上競技場（全面） 3,000 円 

人工芝グラウンド 2,000 円 

人工芝グラウンド（北半面） 900 円 

人工芝グラウンド（南半面） 1,100 円 

個人利用 100 円 

    ※現行使用料と同額 

［テニスコート使用料］ 

改定案については適当と判断する。 
 

○使用料改定案 

施設名 施設使用料 

テニスコート（１面） 350 円 

    ※現行使用料と同額 
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［交流情報センター使用料］ 

改定案については適当と判断する。 
 

○使用料改定案 

施設名 
施設使用料 

（1 時間） 

冷暖房費 

（1 時間） 

視聴覚室 600 円 600 円 

IT 学習室 300 円 100 円 

会議室１ 100 円 100 円 

会議室２ 100 円 100 円 

展示スペース 1000 円/日  

※展示スペースのみ１日当たりの使用料 

 

［附帯意見］ 

１） 施設の利用促進を図る取り組みの実施 

  

陸上競技場について、休日昼間の稼働率はほぼ１００％であるのに対して、平日昼間の

稼働率は低いため、学生や平日休みの業界に積極的な情宣活動を行い、平日昼間の利用促

進を図る取り組みを行うこと。また、平日昼間の使用料を下げ、休日昼間の使用料を上げ

ると、稼働率を上げながら収益を確保できると考えられるため、次期見直しに向けては、

曜日、時間帯別の使用料設定について検討すること。 

交流情報センターについて、各貸出施設にどのような設備があるのか、どのような利用

ができるのか、住民に十分伝わっていないように感じるので、施設利用に関する情報を町

民に届くような形で積極的に発信し、利用促進を図ること。また、町外に向けたＰＲも積

極的に行うこと。 

 

２） 次期見直しに向けた関連データの収集 

 

社会体育施設については、指定管理者による施設管理等を理由に、今回平均原価による

使用料の算出を行っているが、本来は基本方針のとおり、施設ごとの原価により算出すべ
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整合性の確保 

条例に基づく運用の徹底 

きである。次期見直しにおいては、施設ごとの利用実績に応じた使用料の設定ができるよ

う、指定管理者に対してデータの収集を指示すること。 

 

３）  

 

陸上競技場について、今回審議した施設使用料と先行して改定された照明使用料とで、

受益者負担割合が異なり、整合性が取れていない。照明使用料について再検討を行い、整

合性を確保すること。 

 

４）  

 

公の施設については設置条例に基づいた運用が求められるため、担当課においては、条

例に基づいた施設及び貸出施設の運用が実施されているか、あらためて確認を行うととも

に、実施されていない場合は早急に改善すること。 

 

４．審議を通しての審議会の所見 

 使用料等に係る審議を通して、以下の点について本審議会として所見を述べる。 

 益城町使用料等審議会は中期財政見通しをもとに、使用料等が適正かどうかを判

断する審議会である。今回の審議会においては、町の置かれた現状から、中期財

政見通しを前提とした審議ができなかったが、次期においてはその前提に立った

審議を行いたいと考えている。各担当課においては、依然として厳しい中期財政

見通しを踏まえ、町の財政健全化に向けたあらゆる取り組みを実施していただき

たい。 

 

 施設の使用料算出において、申込段階のデータではなく、実際の利用実績に基づ

き検討されるべきである。利用実績のデータが収集できるよう、施設運営におけ

るＤＸ化に取り組んでいただきたい。 

 

以上の点について取り組むことは、受益者負担の適正化を推進するだけに留まらず、

歳入確保による町の財政健全化を図るうえで必要であると考える。 

 今後も町執行部においては、こうした視点に立ち、質の高い行政サービスを提供される

ことを期待するものである。 


